
建築物の 建築物の

容 積 率 建 蔽 率

第 一 種 低 層 約 27.2 ha 8/10以下 4/10以下 10ｍ 約 7.6 ％

住 居 専 用 地 域

小　　　　計 約 27.2 ha 　 約 7.6 ％

第 一 種 中 高 層 約 83.1 ha 20/10以下 6/10以下 約 23.2 ％

住 居 専 用 地 域

小　　　　計 約 83.1 ha 　 約 23.2 ％

第 一 種 住 居 地 域 約 96.3 ha 20/10以下 6/10以下 約 26.8 ％

小　　　　計 約 96.3 ha 　 約 26.8 ％

近 隣 商 業 地 域 約 10.2 ha 20/10以下 8/10以下 約 2.8 ％

小　　　　計 約 10.2 ha 約 2.8 ％

商 業 地 域 約 7.1 ha 40/10以下 （8/10以下）※ 約 2.0 ％

小　　　　計 約 7.1 ha 　 約 2.0 ％

準 工 業 地 域 約 100.1 ha 20/10以下 6/10以下 約 27.9 ％

小　　　　計 約 100.1 ha 　 約 27.9 ％

工 業 専 用 地 域 約 34.6 ha 20/10以下 6/10以下 約 9.7 ％

小　　　　計 約 34.6 ha 　 約 9.7 ％

合　　計 約 358.6 ha 100.0 ％

｢種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」

※：建築基準法の規定による

児玉都市計画用途地域の変更（本庄市決定）

　児玉都市計画用途地域を次のように変更する。

本庄市

理　由： 本地区は、都市計画道路３・４・８号本町下町線の廃止及び都市計画道路３・４・２号中央通線の幅員減少に伴い、周辺の小学
校及び住宅地の良好な環境を保全するため、用途地域を変更するものです。

種　　類 面　　積
外壁の後
退距離の
限 度

建 築 物 の
敷 地 面 積

の
最 低 限 度

建 築 物
の高さの
限 度

備　　　考

― ―

―

―

―

―

―

―

告示年月日

令和　　年　　月　　日
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理 由 書
本理由書は、児玉都市計画用途地域の変更（本庄市：児玉地区）についての理由を示したものです。

Ⅰ．児玉都市計画区域における位置等

児玉都市計画区域は、都心から８０ｋｍ圏、埼玉県の北西部に位置しています。

また、児玉都市計画区域に含まれる土地の区域は、美里町及び上里町の行政区域の全域並びに本庄市

及び神川町の行政区域の一部です。

【本庄市：児玉地区】

本地区は、JR八高線児玉駅の南約０．２ｋｍに位置しており、都市計画道路３・４・２号中央通線か

ら北側の区域です。

Ⅱ．変更理由

【本庄市：児玉地区】

本地区は、都市計画道路３・４・８号本町下町線の廃止及び都市計画道路３・４・２号中央通線の幅

員減少に伴い、周辺の小学校及び住宅地の良好な環境を保全するため、用途地域を変更するものです。

Ⅲ．変更内容

【本庄市：児玉地区】

本地区については、現在、第一種住居地域（２００/６０）及び近隣商業地域（２００/８０）を指定

しています。

① 第一種中高層住居専用地域

都市計画道路３・４・８号本町下町線の廃止に伴い、小学校を含む周辺地域の環境保全のため、用途

地域の境界を本庄市道第１－４６８号線の中心線へ変更し、現在、第一種住居地域（２００/６０）の約

５．６ｈａを第一種中高層住居専用地域（２００/６０）に変更します。

また、都市計画道路３・４・２号中央通線の一部幅員変更に伴い、沿道の約０．００３ｈａの用途地

域を近隣商業地域（２００/８０）から第一種中高層住居専用地域（２００/６０）に変更します。

② 第一種住居地域

都市計画道路３・４・２号中央通線の一部幅員変更に伴い、沿道の約０．０２ｈａの用途地域を近隣

商業地域（２００/８０）から第一種住居地域（２００/６０）に変更します。

（ ）内は、容積率／建蔽率

Ⅳ．関連する都市計画

本地区の用途地域の変更とあわせ、以下の都市計画を変更する予定です。

①道路（埼玉県決定）

②道路（本庄市決定）

新 旧

種類 面積 種類 面積

第一種中高層住居専用地域

(200/60)

第一種住居地域

(200/60)

約5.6ha

約0.02ha

第一種住居地域

(200/60)

近隣商業地域

(200/80)

約5.6ha

約0.02ha

合計 約5.6ha 合計 約5.6ha
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種別

種
別

新

幹
線
街
路

旧

幹
線
街
路

新旧対照表

名　称 位　置 区域 構　造

番号 路線名 起点 終点
主な
経過地

延長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間に
おける鉄道等と
の交差の構造

3・4・2 中央通線

本庄市
児玉町
八幡山
字長浜
町

本庄市
児玉町
児玉字
柱居

本庄市
児玉町
児玉字
本町

約
1,750m

地表式 2車線 16m

JR八高線と立体
交差
幹線街路と平面
交差4箇所

3・4・2 中央通線
大字八
幡山字
長浜町

大字児
玉字柱
居

大字八
幡山大
字児玉

約
1,750m

地表式 ― 16m
幹線街路と平面
交差5箇所

備考
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議案第７号 児玉都市計画用途地域の変更（本庄市決定） 総括図
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議案第７号 児玉都市計画用途地域の変更（本庄市決定） 計画図

変 更 前

変 更 後
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計画図（変更前後対照） S=1/2,500

用途地域変更範囲
都市計画道路（変更後）
都市計画道路（変更前）
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域
近隣商業地域
準工業地域

凡例

200
60

200

200200

第一種住居地域→
第一種中高層住居専用地域

60

200

6060

80

拡大図

3・4・8号本町下町線（廃止）

近隣商業地域→
第一種住居地域

50
m

近隣商業地域→
第一種中高層住居
専用地域

近隣商業地域→
第一種住居地域

3・4・2号
中

央
通

線
（変

更
）

25
m
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